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鏡川清流保全区域指定検討業務の概要
目指す姿

１ 流域保全区域（仮称）
・対象：朝倉堰より上流の流域全体

・保全手法：一定規模以上の行為について届出を義務
付けることを想定。該当行為については，「環境配慮指
針」をもとに市と事業者が環境配慮の方法について話
し合う。

２ 自然環境保全区域

・対象：鏡川水系の河川と一体となって自然度の高い環
境を保ち，かつ鏡川流域を象徴する景勝地たりうる区域

・保全手法：行為制限は，今後新たに指定する区域につ
いては「流域保全区域（仮称）」に準じる。

３ 景観形成区域

・対象：清流鏡川を特徴づけている美しい農村景観で，
川と共生した暮らしや地域が主体となった活動によって
守り活かされている土地。候補地の範囲は，原則として
「鏡川水系の最小の集水域」と「景観のまとまり」を単位
とし，地域におけるコミュニティの範囲との重なりを考慮
して決定する。

・保全手法：農村景観の「保全と活用のサイクル」が回り
続けるよう，必要なしくみを住民の方と一緒に考えていく。
行為制限は， 「流域保全区域（仮称）」に準じる。

基本計画・区域指定の考え方
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●流域保全区域の保全方法の検討
・環境配慮指針
・庁内体制の確立に向けた検討

●景観形成区域指定の進め方 等
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2017鏡川清流保全基本計画

＜基本理念＞鏡川～森と海とまちをつなぐ環境軸～
＜重点項目＞
◆地域特性を踏まえた水質の監視

◆鏡川の魅力を伝える人材育成と環境学習の多様な展開
◆源流域の重要性とその保全のしくみづくり
⇒鏡川の清流の源となる源流域の重要性を再認識し，自
然環境や景観の保全の観点から保全すべき区域につ
いて，開発等の行為の抑制につながる仕組をつくる。

＜鏡川の構成要素＞

①水と水辺 ②森 ③生きもの ④景観 ⑤まち・ひと・し
ごと

鏡川清流保全区域指定検討業務の流れ
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景観形成区域候補地における実際の
取組により明らかになった事柄を審議
会で報告・協議し，枠組検討に反映させ
る。また，その結果組み立てられた枠組
を基に候補地での取組を進めていく。
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＜現状＞

・中上流域の里地の景観は，耕作放棄地の増加や

開発等により，質が変化しつつある。

・平成元年制定の鏡川清流保全条例に基づいた

「自然環境保全区域」及び「景観形成区域」の

指定が進んでいない。

＜施策＞

・区域指定の促進

・景観の保全・形成を推進するしくみづくり

区域指定の手法，指定区域の保全手法を検討

資料②

鏡川流域関係人口創出事業
（鏡川人づくり塾）
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